
議案第６６号 

 

   令和７年度大治町一般会計補正予算（第４号） 

 

令和７年度大治町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６５６，１５０千円を追加し、歳入歳出 

予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，１３３，５１７千円とする。      

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出 

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の廃止は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

  令和７年１２月３日提出 

 

大治町長 鈴  木  康  友  







 

 

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 












































































